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台風や大雨による災害へ備えましょう

防 災 対 策
問防災課防災Ｇ　☎ 029‐298‐1111
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風水害に備えましょう

耳で聴く
ハザードマップ
視覚に障がいのある
かたや日本語の読め
ない外国のかたなど
でも、現在地の災害
リスクを音声や多言
語で確認できます。

市防災アプリ
防災行政無線で放送
した内容を文字と音
声で確認できるほか、
開設している避難所
の確認もできます。
※�日本語ほか３か国語
に対応

マイ・タイムラインを作成しましょう
マイ・タイムラインは、台風や大雨などの災害に備え、自分や家族が「いつ」「何を
するか」をあらかじめ決めておく防災行動計画です。
避難のタイミングや持ち出し品、家族との連絡方法を整理しておくことで、いざとい
うときに慌てず行動することができます。
早めの避難につなげるために、事前に左ページにあるマイ・タイムライン（「我が家
のタイムライン」は茨城県独自の様式）を作成しましょう。作成した我が家のタイムラ
インは家の中の目立つ場所に貼っておき、災害時に内容を確認しながら避難しましょう。

まもなく梅雨の季節を迎えます。近年、台風に加え、短時間に激しい雨が降る「線状降水帯」
が各地で発生し、これまで安全と思っていた地域でも冠水や土砂災害が発生しています。
出水期を前に、改めて自宅や周囲の危険箇所を確認し、災害時の行動を家族で話し合っ
ておきましょう。
災害は年々「想定外」が増えています。過去の経験だけに頼らず、最新の気象情報や
避難情報を積極的に活用し、雨や風が強まる前に安全を確保しましょう。

❶ �自宅の災害リスクを丸で囲む
❷ �避難先、避難先への移動手段・移動時間を記入する

❸避難先を伝える相手を記入する
❹ �一緒に避難するかたを記入する
❺ �避難所に持っていくものを丸で囲む
❻ ��避難するタイミングを丸で囲む

※安全な場所にいる人は避難先に行く必要はありません。

情報収集ツール

作成方法

県河川情報
システム

雨量・水位・ダムの
情報が確認できます。

キキクル
大雨や洪水による災
害の危険が視覚的に
確認できます。

防災マップを確認しましょう
市防災マップには、浸水被害リスクがあるエリアを示したハザードマップや防災情報、
災害時の避難所が示されているほか、地震災害への備えや避難生活の心得など災害につ
いて理解を深める学習面の記載もあります。
ご自身の住まいが、避難の必要のある浸水想定区域・土砂災害警戒区域かどうか市防
災マップで確認し、安全を確保できる場所への避難について事前に決めておきましょう。

※市防災マップは市ホームページで確認することができます。
※�令和８年５月28日から、新たな防災気象情報の運用が開始されまし
た。詳細は、気象庁ホームページをご覧ください。

▲市防災マップ 気象庁ホームページ▲



❸ ❹

我が家のタイムライン【共通版】

注意すべきこと 防災気象情報
（大雨・河川氾濫・土砂災害） 逃げ遅れないためにやるべきこと

レベル４危険警報までに
「全員」が避難完了！
レベル５特別警報になってからでは
「逃げ遅れ」になるリスク大！

河川氾濫による
浸水の危険あり

まず、ハザードマップで我が家の災害リスクを確認！

レベル５特別警報
緊急安全確保

レベル１早期注意情報

レベル２注意報

避難行動を確認

レベル３警報
高齢者等避難

を発令

避難に時間を要する人と
支援者は早めに避難

レベル４危険警報
避難指示
を発令

危険な場所から全員避難

命の危険　直ちに安全確保

市町村が発令
する避難情報
に注意！！
気象庁や都道府
県が発表する情
報や、河川の水
位に注意！！

土砂災害の
危険あり

全員が避難完了のタイミング

高齢者等避難完了のタイミング

レベル３警報で我が家は避難
どこに避難するか、❸ の相手に伝える

❻

レベル４危険警報で我が家は避難
声をかけて、❹ の相手と一緒に避難する

❻

❶

避難時に避難先を伝える相手・連絡先 声をかけて一緒に避難する相手・連絡先

❷ ❷ ❷

避難先（ 避難所・親戚宅・友人宅 ） 避難先までの移動手段 避難先までの移動時間

分

台風が接近
大雨のおそれ
天気予報や台風
進路予測など気
象庁が発表する
情報、河川の水
位に注意！！

◆テレビやラジオで気象情報（台風情報）を確認する
◆避難先、移動手段、移動時間を再確認する
◆避難するときに持っていくものを確認する

◆避難しやすい服装に着替える
※河川や水田、崖に近づくのはやめましょう

❺
食料品	 飲料水	 着替え	 タオル

懐中電灯	 携帯ラジオ	 電池	 携帯充電器

マスク	 常備薬	 ウェットティッシュ

上履き　　　ビニール袋　　お薬手帳　　現金

通帳などの貴重品　　その他（	 ）
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国民年金保険料の納付が難しい ときは

の制度が
あります免除・納付猶予

問 �保険課保険・年金Ｇ　☎ 029‐298‐1111

保険料の「追納」をお勧めします

　国民年金保険料免除、納付猶予が承認された期間は、国民年金保険料を定額で
納めた場合よりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。これらの期間の
保険料は、10年以内であれば後から納めることができます。ただし、承認され
た期間の翌年度から起算して 3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認
を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
　追納することで、保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取
ることができます。

　国民年金の月額保険料は、17,920 円（令和８年度）ですが、所得が少ないなどの理由で保険料を納付することが
困難な場合は、申請していただくことで保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

保険料の
免除制度

保険料額
（月額）

老齢基礎年金に
どれくらい反映される？

全額免除 — ２分の１が反映

４分の３免除   4,480 円 ８分の５が反映

２分の１免除   8,960 円 ４分の３が反映

４分の１免除 13,440 円 ８分の７が反映

　本人・配偶者・世帯主それぞれの前年度の所得などを
審査し、承認を受けることにより、その期間の全額また
は一部の納付が免除されます。

免除制度
承認期間 ７月から翌年６月まで

　20歳以上 50歳未満のかたで所得が少なく、本人と配
偶者の所得が一定の基準以下であれば、その期間の保険
料の納付を先延ばしにすることができます。

納付猶予制度
承認期間 ７月から翌年６月まで

免除制度の種類

　年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちのうえ、
水戸北年金事務所または市保険課保険・年金グループへ
提出してください。郵送で提出することもできます。

免除・納付猶予を申請するには

※�申請書は、日本年金機構ホームページで取得できます。

日本年金機構ホームページ▶

※�失業が理由のときは、雇用保険被保険者離職
票または雇用保険受給資格者証の写しが必要
です。 

　一部免除制度は、保険料の一部は免除されますが、残
りの保険料は納付が必要です。残りの保険料を納付しな
かった場合、その期間の一部免除が無効（未納）となるた
め、将来の老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。

注意事項注意事項注意事項

学生を対象とした「学生納付特例」
の令和８年度分の申請は、
４月から始まっています。

学生のかたへ



高齢者の暮らしを支える高齢者の暮らしを支える「地域包括支援センター」「地域包括支援センター」
問介護長寿課高齢者支援Ｇ　☎ 029‐298‐1111

　地域包括支援センターは、65歳以上のかたの介護・健康・福祉の総合相
談窓口です。ご自身やご家族、地域のかたからの相談を受け、高齢者の皆さ
んが住み慣れた地域で安心して暮らせるように、専門職が支援にあたります。
　ひとりで抱え込まず、お気軽にご相談ください。相談は無料です。秘密は
厳守します。

地域包括支援センターって何？

神崎・菅谷地区のかた
地域包括支援センター青燈会
菅谷 605‐2
☎ 029‐295‐5288

五台・戸多・芳野地区のかた
地域包括支援センターゆたか園
後台 2045‐4
☎ 029‐295‐1287

額田・木崎・瓜連地区のかた
地域包括支援センターナザレ園
門部 4040‐2
☎ 029‐352‐2320

　高齢者の住む地区の地域包括支援センターにご相談ください。上記以外のご相談も受け付けています。▪相談先は？

▪どんなときに相談すればいいの？

◦離れて暮らす親が心配
◦�介護サービスを利用させたい
が、どう手続きすれば良いか
分からない
◦�適切な介護の方法が分からな
いので、誰かに相談したい

◦�外出しなくなり、
　足腰が弱ってきた
◦�介護サービスを
　利用してみたい
◦�介護予防の教室に
　参加してみたい

ご自身 ご家族

◦�最近、物忘れが多くなっ
ている高齢者がいて心配
◦�ひとり暮らしの高齢者が、
今後生活していけるか心配
◦�虐待されている高齢者が
いる

地域のかた

６月 11日号5



問市民課戸籍・窓口G　☎ 029‐298‐1111

パスポート手数料
が引き下がります

令和８年７月１日から

　７月１日の申請分から、パスポートの手数料が引
き下げられることとなりました。
　手数料の改定に伴い混雑することが予想されるた
め、７月１日以降の申請は、受領された日から交付
されるまで約１か月ほどかかる可能性があります
（通常は約２週間）。
　海外渡航を予定しているかたは、余裕を持って早
めに申請することをお勧めします。

電子申請でさらに便利に

手数料について
年齢 旅券種別 改定後手数料 備考

18 歳以上

10年
電子申請　8,900 円
窓口申請　9,300 円

7,000 円減額

５年 ― 18歳以上の５年旅券廃止

残存有効期間
同一旅券

電子申請　5,400 円
窓口申請　5,800 円

500円減額
※18歳未満申請不可

18歳未満 ５年
電子申請　4,400 円
窓口申請　4,800 円

1,500 ～ 6,500 円減額
※12歳未満の年齢区分がなくなりました。

　マイナポータルで、すべてのパスポート申請が可能なことはご存じですか？
　電子申請では、来庁するのは受け取り時の１回のみで、戸籍情報がシステム連
携されるため、別途戸籍謄本を提出する必要がなく、戸籍謄本の原本の取得費用
も掛かりません。マイナンバーカードをお持ちのかたは、ぜひご利用ください。

※電子申請とは、マイナンバーカードとスマートフォンを利用し、マイナポータルから行うオンライン申請のことです。
※�年齢計算は法律により、申請者の誕生日の前日の申請手続から１歳加算して取り扱われるため、平成 20年７月２日生ま
れのかたは、令和８年７月１日申請分から「18歳以上」として取り扱われます。
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６月 11日号7

内
容
▼
相
談
会
、
視
覚
に
障
が
い
の
あ
る

か
た
の
見
え
に
く
さ
を
補
う
た
め
の
補
助

具（
レ
ン
ズ
や
拡
大
読
書
器
な
ど
）の
展
示

費
用
▼
無
料

申
込
方
法
▼
電
話
、
Ｅ
メ
ー
ル

申
込
期
限
▼
７
月
15
日
㈬

�申
問
茨
城
県
立
盲
学
校
視
覚
障
害
教
育
支

援
セ
ン
タ
ー　
鈴
木
・
香
取

☎
０
２
９
‐
２
２
１
‐
３
３
８
８　

shien@
ibaraki-sb.ibk.ed.jp

相
談
員
▼
行
政
書
士

費
用
▼
無
料
（
相
談
１
回
30
分
）

申
込
方
法
▼
窓
口
受
付
、電
話
（
要
予
約
）

申
込
開
始
日
▼
７
月
２
日
㈭

�申
問
市
民
相
談
室

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

お
し
ら
せ

コ
ー
ナ
ー

相
談

く
ら
し

法
律
相
談

日
時
▼
８
月
18
日
㈫
午
後
１
時
～
５
時

場
所
▼
市
役
所（
本
庁
）１
階
相
談
室

対
象
者
▼
市
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人

相
談
方
法
▼
電
話
ま
た
は
面
談
（
申
込
時

に
お
選
び
く
だ
さ
い
）

相
談
員
▼
弁
護
士　

費
用
▼
無
料
（
相
談
１
回
30
分
）

申
込
方
法
▼
窓
口
受
付
、電
話
（
要
予
約
）

申
込
開
始
日
▼
７
月
２
日
㈭

※
同
じ
事
案
の
相
談
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

�　
　
市
民
相
談
室

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

問
�申行

政
書
士
相
談

日
時
▼
８
月
19
日
㈬
午
後
１
時
～
４
時

場
所
▼
市
役
所（
本
庁
）１
階
相
談
室

対
象
者
▼
市
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
ま

た
は
法
人

相
談
内
容
▼
遺
言
、
相
続
や
契
約
、
許
認

可
申
請
な
ど
、
各
種
手
続
き
に
つ
い
て

こ
こ
ろ
の
相
談

日
時
▼
７
月
10
日
㈮
午
後
１
時
～
５
時

場
所
▼
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま
り

対
象
者
▼
市
内
在
住
で
、
心
配
や
悩
み
ご

と
を
抱
え
る
か
た
、
ま
た
は
そ
の
家
族

相
談
員
▼
精
神
科
医
師
、
市
精
神
保
健
福

祉
士　
他　

費
用
▼
無
料　

申
込
方
法
▼
電
話
、窓
口
受
付
（
要
予
約
）

　
　
健
康
推
進
課
健
康
増
進
Ｇ
（
総
合
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま
り
内
）

☎
０
２
９
‐
２
７
０
‐
８
０
７
１

�申
問令

和
８
年
度
茨
城
県
立
盲
学
校

地
域
巡
回
教
育
相
談
会

日
時
▼
７
月
27
日
㈪
午
前
11
時
～
午
後
３
時

場
所
▼
日
立
市
立
多
賀
図
書
館
第
１
研
修
室 

（
日
立
市
末
広
町
１
‐
１
‐
４
）

市
税
等
の
口
座
振
替

推
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
市
税

等
の
口
座
振
替
申
し
込
み
コ
ー
ナ
ー
を
設

置
し
ま
す
。
お
買
い
物
の
つ
い
で
に
口
座

の
登
録
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時
・
場
所
▼

⃝

７
月
２
日
㈭
午
前
10
時
～
正
午

　

�

ス
ー
パ
ー
ヒ
ロ
セ
ヤ
那
珂
店
（
飯
田

２
７
０
８
‐
２
）

⃝

７
月
７
日
㈫
午
前
10
時
～
正
午

　
か
わ
ね
や
菅
谷
店（
菅
谷
３
３
０
５
‐
１
）

当
日
登
録
で
き
る
金
融
機
関
▼
常
陽
銀
行
、

筑
波
銀
行
、水
戸
信
用
金
庫
、茨
城
県
信
用
組

合
、Ｊ
Ａ
常
陸
、ゆ
う
ち
ょ
銀
行（
郵
便
局
）

※
中
央
労
働
金
庫
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

で
の
登
録
が
で
き
な
い
た
め
、
振
替
依
頼

書
で
の
登
録
を
ご
案
内
し
ま
す
。

対
象
科
目
▼
市
県
民
税
、固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
、軽
自
動
車
税
、国
民
健
康
保

険
税
、介
護
保
険
料
、後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料（
年
金
や
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
分
は

対
象
外
）

問
収
納
課
収
納
Ｇ

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
開
催
す
る
か
た
へ

自
動
体
外
式
除
細
動
器

（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）を
お
貸
し
し
ま
す

対
象
行
事
▼
市
内
で
開
催
さ
れ
る
イ
ベ
ン

ト
、
ス
ポ
ー
ツ
競
技
大
会
な
ど

費
用
▼
無
料

申
込
方
法
▼
電
話

※
申
し
込
み
後
に
、
申
請
書
の
提
出
が
必

要
で
す
。
申
請
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
取
得
で
き
ま
す
。

申
請
期
限
▼
開
催
日
の
２
週
間
前

�申
問
市
消
防
本
部
警
防
課
警
防
Ｇ

☎
０
２
９
‐
２
９
５
‐
２
１
１
５
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は
、
た
だ
ち
に
不
法
投
棄
１
１
０
番
（
☎

０
１
２
０
‐
５
３
６
‐
３
８
０
）
ま
た
は

那
珂
警
察
署
（
☎
０
２
９
‐
３
５
２
‐

０
１
１
０
）ま
で
通
報
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
県
廃
棄
物
規
制
課

☎
０
２
９
‐
３
０
１
‐
３
０
３
５

問
市
環
境
課
環
境
Ｇ

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

　毎年７月から９月にかけて、大雨
により水路やため池の水位が高くな
ります。場所によっては水深が１ｍ
以上になる場合があり、子どもが転
落すると大事故につながります。
　事故を未然に防ぐために、子ども
たちが水路やため池で遊ばないよ
う、家庭でも注意していただくとと
もに、遊んでいる場面を見かけたら
すぐに声かけをお願いします。
問農政課農村整備Ｇ
☎０２９‐２９８‐１１１１

注意喚起

水路やため池で遊ぶと
危険です

注
意
！
あ
な
た
の
土
地
が

狙
わ
れ
て
い
ま
す

　
「
一
時
的
に
資
材
置
場
と
し
て
貸
し
て

ほ
し
い
」「
良
い
土
で
土
地
を
埋
め
立
て

て
あ
げ
ま
す
」
な
ど
の
話
に
安
易
に
同
意

し
た
結
果
、
大
切
な
土
地
に
廃
棄
物
を
不

法
投
棄
さ
れ
た
り
、
無
許
可
で
建
設
残
土

な
ど
を
埋
め
立
て
ら
れ
た
り
す
る
事
案
が

発
生
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
責
任
や
処
理
費
用
の
負
担

は
、行
為
者
だ
け
で
な
く
、被
害
者
で
あ
る

土
地
所
有
者
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
不
法
投
棄
、
不
適
正
な
残
土
埋
め
立
て

は
重
大
な
犯
罪
で
す
。
発
見
し
た
場
合

農
地
を
所
有
し
て
い
る
か
た
へ

農
地
の
適
正
な
管
理
を

お
願
い
し
ま
す

　
農
地（
田
・
畑
）は
、
耕
作
や
保
全
管
理

を
せ
ず
に
放
置
す
る
と
、
農
地
と
し
て
の

復
旧
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
遊
休
農
地（
耕
作
放
棄
地
）は
、
農
地
の

利
用
集
積
に
支
障
を
来
す
だ
け
で
な
く
、

病
害
虫
の
発
生
を
助
長
し
、有
害
鳥
獣
の

隠
れ
場
所
に
な
る
な
ど
、
近
隣
の
住
民
や

農
地
に
多
大
な
迷
惑
が
か
か
り
ま
す
。
ま

た
、
不
法
投
棄
の
さ
れ
や
す
い
場
所
や
火

災
発
生
の
原
因
に
な
る
な
ど
、
生
活
環
境

へ
の
悪
影
響
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
適

正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
市
農
業
委
員
会
事
務
局

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

令
和
８
年
度

市
家
庭
用

蓄
電
シ
ス
テ
ム（
蓄
電

池
）導
入
補
助
金

対
象
者
▼
市
内
に
住
所
を
有
す
る
か
た

（
見
込
み
を
含
む
）

対
象
設
備
▼
国
が
実
施
す
る
補
助
事
業
に

お
け
る
補
助
対
象
設
備
と
し
て
登
録
さ
れ

て
い
る
も
の

※
対
象
者
、対
象
設
備
に
は
、そ
の
他
要
件

が
あ
り
ま
す
。詳
細
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

補
助
交
付
件
数
▼
15
件
（
先
着
順
）

補
助
率
▼
１
設
備
あ
た
り
２
分
の
１

限
度
額
▼
５
万
円

申
請
方
法
▼
窓
口
受
付
（
郵
送
不
可
）

※
申
請
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は

環
境
課
で
取
得
で
き
ま
す
。

申
請
期
間
▼
７
月
３
日
㈮
～
12
月
28
日
㈪

�申
問
環
境
課
環
境
Ｇ

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

旧
可
燃
ご
み
指
定
袋

（
緑
色
）の
使
用
可
能
期

限
を
延
長
し
ま
し
た

延
長
後
の
使
用
可
能
期
限
▼
12
月
30
日
㈬

新
ご
み
指
定
袋
へ
の
交
換
対
応
に
つ
い
て

　
旧
可
燃
ご
み
指
定
袋
の
使
用
可
能
期
限

延
長
に
伴
い
、
６
月
１
日
以
降
に
予
定
し

て
い
た
、
新
ご
み
指
定
袋（
さ
く
ら
色
）へ

の
交
換
対
応
を
延
期
し
ま
す
。

　
交
換
開
始
時
期
は
、
延
長
後
の
状
況
に

よ
っ
て
判
断
し
、
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

問
環
境
課
環
境
Ｇ

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

空
き
地
の
適
正
な
管
理

を
お
願
い
し
ま
す

　
毎
年
、
空
き
地
の
雑
草
や
立
木
な
ど
に

つ
い
て
、
隣
地
へ
の
越
境
な
ど
の
苦
情
が

多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
空
き
地
は
所
有
者
な
ど
が
自
ら
管
理
す

る
の
が
原
則
で
す
。

　

適
正
な
管
理
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
、

雑
草
が
繁
茂
し
、
虫
の
発
生
や
ご
み
の
不

法
投
棄
を
招
く
な
ど
、
地
域
住
民
の
生
活

環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　
土
地
の
所
有
者
な
ど
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
地
域
住
民
の
迷
惑
と
な
ら
な
い
よ
う

適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
環
境
課
環
境
Ｇ

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１
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場
所
▼
高
齢
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
多
目
的
室

対
象
者
▼
市
内
に
在
住
で
、
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
、
自
立
支
援
医
療
受
給
者

証
を
お
持
ち
の
か
た
、
お
よ
び
そ
の
家
族

※
初
め
て
参
加
す
る
か
た
を
優
先
し
ま
す
。

テ
ー
マ
▼
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
体
験
で
コ
コ

ロ
と
体
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

講
師
▼
市
社
会
福
祉
協
議
会
職
員

定
員
▼
10
人（
申
込
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

参
加
費
▼
１
人
１
０
０
円
（
飲
み
物
代
一

部
負
担
・
当
日
徴
収
）

申
込
方
法
▼
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

申
込
期
限
▼
７
月
３
日
㈮

�申
問
市
社
会
福
祉
協
議
会
菅
谷
事
務
所

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
８
８
８
１

FAX
０
２
９
‐
２
９
８
‐
８
８
９
０

催
し

令
和
８
年
度
労
働
保
険

年
度
更
新
の
申
告・

納
付
期
間

申
告
・
納
付
期
限
▼
７
月
10
日
㈮

そ
の
他
▼

⃝

雇
用
保
険
料
率
が
令
和
８
年
４
月
１
日

に
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

⃝

電
子
申
請
に
よ
る
申
告
書
の
作
成
・
提

出
が
で
き
ま
す
。

⃝

労
働
保
険
料
の
納
付
は
、口
座
振
替
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。保
険
料
の
引
き
落
と

し
に
最
大
約
２
か
月
ゆ
と
り
が
で
き
ま
す
。

※
詳
細
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
茨
城
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
２
９
‐
２
２
４
‐
６
２
１
３

つ
な
が
る
カ
フ
ェ

　
精
神
に
障
が
い
の
あ
る
か
た
と
家
族
が

集
い
、
気
軽
に
話
し
合
え
る
場
で
す
。
福

祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
利
用
に
つ
い
て
も
相

談
を
受
け
付
け
ま
す
。

日
時
▼
７
月
10
日
㈮
午
後
１
時
30
分
～
３
時

（
受
付
開
始　
午
後
１
時
15
分
）　

市
文
化
財
愛
護
協
会

第
一
回
公
開
研
修
会

鹿
島
神
宮
と
御
船
祭

日
時
▼
７
月
18
日
㈯
午
前
10
時
～
11
時
30
分

場
所
▼
市
中
央
公
民
館
講
座
室

講
師
▼
大
津
忠
男
氏
（
鹿
島
神
宮
文
化
研

究
所
所
長
）

定
員
▼
１
０
０
人
（
先
着
順
）　

参
加
費
▼
３
０
０
円
（
資
料
代
）

※
市
文
化
財
愛
護
協
会
会
員
は
無
料

申
込
方
法
▼
電
話

申
込
期
間
▼
７
月
２
日
㈭
～
８
日
㈬

�申
問
歴
史
民
俗
資
料
館

☎
０
２
９
‐
２
９
７
‐
０
０
８
０

※
月
曜
日
休
館（
祝
日
の
場
合
は
翌
平
日
）

総
合
セ
ン
タ
ー
ら
ぽ
ー
る

一
部
施
設
の
利
用
休
止

休
止
期
間
▼
９
月
1
日
㈫
～
令
和
９
年
１

月
31
日
㈰

※
空
調
設
備
改
修
工
事
の
た
め

利
用
休
止
施
設
▼
研
修
室
４・５
、教
養
娯

楽
室
、創
作
活
動
室
、図
書
室

※
工
事
期
間
中
は
休
止
し
な
い
施
設
で
も

作
業
員
の
出
入
り
、
工
事
音
や
振
動
が
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
総
合
セ
ン
タ
ー
ら
ぽ
ー
る

☎
０
２
９
‐
２
９
６
‐
１
６
５
１

※
月
曜
日
休
館（
祝
日
の
場
合
は
翌
平
日
）

こ
こ
ろ
の

健
康
づ
く
り
講
演
会

そ
の
飲
み
方
、
大
丈
夫
？

～
命
を
守
る
正
し
い
薬
の
知
識
～

日
時
▼
７
月
25
日
㈯
午
後
２
時
～
３
時
30
分

場
所
▼
高
齢
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
多
目
的
室

対
象
者
▼
市
内
に
在
住
の
か
た

講
師
▼
小
徳
め
ぐ
み
氏
（
こ
う
の
す
薬
局

薬
剤
師
）

定
員
▼
50
人
（
先
着
順
）

参
加
費
▼
無
料

申
込
方
法
▼
電
話
、
窓
口
受
付
、
申
し
込

み
フ
ォ
ー
ム
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
）

申
込
開
始
日
▼
７
月
２
日
㈭

�申
問
健
康
推
進
課
健
康
増
進
Ｇ
（
総
合
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま
り
内
）

☎
０
２
９
‐
２
７
０
‐
８
０
７
１

イ
ノ
シ
シ
な
ど
に
よ
る
農
作
物

被
害
防
止
対
策
の
設
備
費
補
助

対
象
者
▼
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
農

業
者
ま
た
は
２
人
以
上
の
農
業
者
で
構
成

す
る
団
体

⃝

市
内
に
お
い
て
、
イ
ノ
シ
シ
な
ど
に
よ

る
被
害
を
受
け
、
も
し
く
は
被
害
を
受
け

る
お
そ
れ
の
あ
る
農
地
を
所
有
ま
た
は
耕

作
し
て
い
る
か
た

⃝

市
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
か
た

※
団
体
の
場
合
は
、
連
た
ん
す
る
農
地
に

設
置
す
る
場
合
に
限
り
申
請
で
き
ま
す
。

※
令
和
３
年
４
月
１
日
以
降
に
、
同
一
農

地
で
こ
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
か
た

は
対
象
外

対
象
設
備
▼
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
侵
入
を
防

ぐ
た
め
の
電
気
牧
柵
や
防
護
柵
な
ど

補
助
額
▼
購
入
費
の
２
分
の
１
以
内

※
千
円
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て

補
助
限
度
額
▼

⃝

電
気
牧
柵（
支
柱
な
ど
を
含
む
）

　

個
人　
１
万
円   

団
体　
５
万
円

⃝

右
記
以
外
の
防
護
柵
な
ど

　

個
人　
５
千
円   

団
体　
３
万
円

申
込
方
法
▼
窓
口
受
付

�申
問
農
政
課
農
業
振
興
Ｇ

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１



市
文
化
協
会
百
趣
部
会

親
子
で
学
ぶ
き
も
の
の

着
方
と
マ
ナ
ー
教
室

　
ゆ
か
た
の
着
方
と
美
し
い
立
ち
居
振
る

舞
い
、訪
問
や
食
事
の
マ
ナ
ー
、お
正
月
な

ど
の
年
中
行
事
が
な
ぜ
あ
る
の
か
な
ど
楽

し
く
学
び
ま
す
。

期
日
▼
７
月
18
日
㈯
・
25
日
㈯
、
８
月
１

日
㈯
・
22
日
㈯
・
29
日
㈯
（
全
５
回
）

時
間
▼
午
前
10
時
～
11
時
45
分

場
所
▼
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
す
が
や
和
室
２

対
象
者
▼
小
学
１
年
生
～
中
学
１
年
生
と

そ
の
保
護
者

※
お
子
さ
ん
の
み
の
参
加
も
可
能
で
す
。

受
講
費
▼
１
人
５
０
０
円
（
教
材
費
・
菓

子
代
を
含
む
）

持
ち
物
▼
ゆ
か
た
、半
巾
帯
、腰
ひ
も（
３

本
）、タ
オ
ル（
２
枚
）

※
ゆ
か
た
セ
ッ
ト
の
貸
し
出
し
が
あ
り
ま

す（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
代
１
人
千
円
を
初
回

に
徴
収
）。

申
込
方
法
▼
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

申
込
期
限
▼
７
月
12
日
㈰

�申
問
市
文
化
協
会
百
趣
部
会
装
道

大
畠
☎・FAX
０
２
９
‐
２
９
５
‐
１
２
１
６

10

場
所
▼
総
合
セ
ン
タ
ー
ら
ぽ
ー
る
図
書
室

対
象
者
▼
幼
児
、
小
学
生
と
そ
の
保
護
者

内
容
▼
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
、
手
遊
び

問
瓜
連
お
は
な
し
の
会
ル
ピ
ナ
ス

☎
０
９
０
‐
４
６
２
８
‐
１
４
７
２

頭
と
身
体
の
健
康
教
室

①
認
知
症
予
防
と
コ
グ
ニ
サ
イ
ズ

日
時
▼
７
月
28
日
㈫
午
前
10
時
～
11
時
30
分

場
所
▼
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
よ
し
の
集
会

ホ
ー
ル

費
用
▼
無
料

申
込
期
限
▼
７
月
21
日
㈫

②
脳
の
活
性
化
に
良
い
栄
養
と
食
事

日
時
▼
９
月
29
日
㈫
午
前
10
時
～
正
午

場
所
▼
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
よ
し
の
実
習
室

費
用
▼
２
０
０
円
（
教
材
費
）

申
込
期
限
▼
９
月
18
日
㈮

共
通
事
項

対
象
者
▼
五
台
・
戸
多
・
芳
野
地
区
に
在

住
の
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
か
た

※
全
て
の
回
の
参
加
が
お
す
す
め
で
す
。

定
員
▼
各
回
20
人
程
度
（
申
込
者
多
数
の

場
合
は
抽
選
）

持
ち
物
▼
筆
記
用
具
、
飲
み
物
、
動
き
や

す
い
服
装

申
込
方
法
▼
電
話　

�申
問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ゆ
た
か
園

☎
０
２
９
‐
２
９
５
‐
１
２
８
７

那
珂
の
歴
史
を
考
え
る
会
歴
史
講
座

那
珂
地
域
の
歴
史
の
謎
を
追
究
す
る

日
時
▼
７
月
19
日
㈰
午
後
１
時
30
分
～
３

時
30
分

場
所
▼
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
す
が
や

内
容
▼「
菅
谷・
福
田
に
は
な
ぜ
中
世
館
跡

が
多
い
の
か
」

講
師
▼
高
橋
裕
文
氏
（
歴
史
学
博
士
）

定
員
▼
60
人

参
加
費
▼
３
０
０
円（
資
料
代
）

申
込
方
法
▼
電
話

�申
問
那
珂
の
歴
史
を
考
え
る
会

☎
０
９
０
‐
１
５
５
９
‐
６
１
０
２

水
戸・歴
史
に
学
ぶ
会
講
演
会

瓜
連
常
福
寺
と
戦
国
時
代
の
朝
廷

日
時
▼
７
月
19
日
㈰
午
前
10
時
～
11
時
30
分

場
所
▼
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
す
が
や

講
師
▼
仲
田
昭
一
氏

定
員
▼
１
０
０
人（
申
し
込

み
不
要
、
当
日
先
着
順
）

参
加
費
▼
３
０
０
円
（
資
料

代
な
ど
）

問
水
戸
・
歴
史
に
学
ぶ
会
事
務
局

☎
０
９
０
‐
８
０
３
８
‐
２
０
８
７

関
彰
商
事
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

斎
藤
清
の
パ
リ　

そ
し
て
日
本

　
戦
後
日
本
人
と
し
て
初
め
て
国
際
展
受

賞
を
果
た
し
た
木
版
画
家
、
斎
藤
清
の
素

描
お
よ
び
木
版
画
を
展
示
し
ま
す
。

期
間
▼
７
月
12
日
㈰
ま
で

開
館
時
間
▼
午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時

（
入
館
は
午
後
４
時
30
分
ま
で
）

場
所
▼
県
天
心
記
念
五
浦
美
術
館

（
北
茨
城
市
大
津
町
椿
２
０
８
３
）

※
入
館
料
や
休
館
日
な
ど
、詳
細
は
、ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
県
天
心
記
念
五
浦
美
術
館

☎
０
２
９
３
‐
46
‐
５
３
１
１

瓜
連
お
は
な
し
の
会
ル
ピ
ナ
ス

夏
の
お
は
な
し
会

日
時
▼
７
月
４
日
㈯
午
前
10
時
30
分
～
11

時
30
分

ひ
ぬ
ま
あ
じ
さ
い

ま
つ
り

　
色
と
り
ど
り
の
傘
を
使
っ
た
フ
ォ
ト
ス

ポ
ッ
ト
や
風
鈴
の
音
色
で
涼
し
さ
を
感
じ

る
空
間
な
ど
、「
五
感
で
楽
し
む
あ
じ
さ

い
」
を
楽
し
め
ま
す
。

期
間
▼
６
月
13
日
㈯
～
７
月
12
日
㈰

イ
ベ
ン
ト　
６
月
28
日
㈰
午
前
10
時
～

午
後
４
時

場
所
▼
涸
沼
自
然
公
園
（
茨
城
町
中
石
崎

２
２
６
３
）

問
茨
城
町
商
工
観
光
課
（
茨
城
町
観
光
協

会
事
務
局
）

☎
０
２
９
‐
２
４
０
‐
７
１
２
４



市役所　日曜開庁・木曜窓口延長
【日曜開庁】
時間／ 8：30～12：00、13：00～17：15
業務／住民票の写しの交付など
問市民課戸籍・窓口G　 ☎ 029‐298‐1111
【木曜窓口延長】
時間／ 17：15～ 19：30
対応課／�市民課、税務課、収納課、
	 介護長寿課、社会福祉課、
	 保険課、こども課

７月の休日当番医

茨城子ども
救急電話相談

＃ 8000
050‐5445‐2856

茨城おとな
救急電話相談

＃ 7119
050‐5445‐2856

救急電話相談（24時間 365日）

日 医療機関名 電話番号

5 メディカルＧＰ・クリニック横堀
029‐
298‐3922

12 なかの杜セントラルクリニック
029‐
229‐2391

19 小豆畑病院 029‐
295‐2611

20 那珂クリニック 029‐
295‐9800

26 鈴木呼吸器科内科 029‐
353‐2811

▶那珂キッズクリニック小児科（小児科）
　５・26日           ☎ 029‐212‐5630

▶時間　9：00～ 11：30
※必ず受診前に電話でご確認ください。

医療情報ネット（ナビイ）
全国の医療機関・薬局の情報
を検索できます。

募
集

ヨ
ー
ガ
ゆ
ほ
び
か
受
講
生
募
集

日
時
▼
第
１
～
４
木
曜
日　
午
後
２
時
～

４
時
（
７
月
か
ら
）

場
所
▼
市
中
央
公
民
館

講
師
▼
渡
辺
鏡
子
氏

受
講
費
▼
７
５
０
０
円
（
３
か
月
分
）

申
込
方
法
▼
電
話

申
込
期
限
▼
７
月
16
日
㈭

※
静
の
動
き
の
た
め
、
お
子
さ
ん
連
れ
で

の
参
加
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

�申
問
ヨ
ー
ガ
ゆ
ほ
び
か　

寺
門
☎
０
８
０
‐
３
０
１
０
‐
５
９
３
１

※
午
後
６
時
～
８
時

オ
ス
ト
ミ
ー
講
習
会

日
時
▼�
７
月
12
日
㈰
午
前
10
時
～
午
後
4
時

（
受
付
開
始　
午
前
９
時
30
分
）

場
所
▼
水
戸
市
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
館
大

研
修
室（
水
戸
市
赤
塚
１
‐
１ 

ミ
オ
ス
２
階
）

対
象
者
▼
オ
ス
ト
メ
イ
ト
（
人
工
肛
門
・

人
工
膀ぼ

う
こ
う胱

造
設
の
か
た
）と
そ
の
家
族
、

医
療
関
係
者
な
ど

内
容
▼
講
演
、ス
ト
ー
マ
装
具
の
展
示・説
明

参
加
費
▼
千
円
（
同
伴
者
も
同
様
）

申
込
方
法
▼
電
話
、Ｆ
Ａ
Ｘ
（
留
守
電
可
）

申
込
期
限
▼
７
月
５
日
㈰

�申
問

（公社）
日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協
会
茨
城
県
支
部

中
村
☎
０
２
９
‐
２
４
７
‐
７
８
３
６

※８月２日
那珂記念クリニック　☎029‐353‐2800
那珂キッズクリニック小児科（小児科）

６月 11日号11

市ホームページでは、
行政・災害などのさま
ざまな情報をお届けし
ています。

フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
教
室

花
い
つ
も
会
員
募
集

　
季
節
の
花
々
を
使
っ
て
、
生
活
ス
タ
イ

ル
に
合
わ
せ
た
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン

ト
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

期
日
▼
第
２
土
曜
日

時
間
▼
午
後
１
時
30
分
～
３
時

場
所
▼
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
よ
し
の

講
師
▼
杉
山
柳
霞
氏
（
フ
ラ
ワ
ー
セ
ラ
ピ

ス
ト
）

会
費
▼
月
千
円
程
度

※
別
途
花
材
代
１
回
２
２
０
０
円
程
度

申
込
方
法
▼
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

�申
問
市
文
化
協
会
百
趣
部
会
柳
霞
ロ
イ
ヤ

ル
フ
ラ
ワ
ー
花
い
つ
も

杉
山
☎・FAX
０
２
９
‐
２
９
５
‐
８
５
７
７

大
森
☎
０
９
０
‐
８
０
０
３
‐
５
８
４
４

Be Tw
itter

受
講
生
募
集

　
日
常
会
話
が
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い
る

中
学
生
レ
ベ
ル
の
英
語
を
学
び
ま
す
。
体

験
レ
ッ
ス
ン
も
可
能
で
す
。

日
時
▼
第
１
・
３
水
曜
日　
午
後
７
時
～

８
時
30
分

場
所
▼
市
中
央
公
民
館

講
師
▼
ト
ム・ギ
ブ
氏
（
イ
ギ
リ
ス
出
身
）

申
込
方
法
▼
電
話

�申
問Be Tw

itter

根
本
☎
０
９
０
‐
３
２
２
６
‐
６
２
２
８



12

区分・採用予定人数 区分 資格

❶事務
一般行政事務
若干名

特別
選抜

次のすべてに該当するかた
⃝�平成12年４月２日以降に生まれた、学校教育法に
よる大学（短期大学を除く）、大学院を卒業または
令和９年３月卒業（修了）見込みのかた
⃝�地域活動やボランティア活動などで顕著な実績・
成果を収め、大学または大学院から推薦を受けた
かた

※�地域活動やボランティア活動などの詳細は、市
ホームページをご覧ください。

高卒
平成12年４月２日から平成21年４月１日までに生ま
れた、学校教育法による高校を卒業または令和９年
３月卒業見込みのかた

❷土木
土木に関する業務

若干名

高卒
平成３年４月２日から平成21年４月１日までに生ま
れた、学校教育法による高校を卒業または令和９年
３月卒業見込みのかた

❸建築
建築に関する業務

若干名

高卒
平成３年４月２日から平成21年４月１日までに生ま
れた、学校教育法による高校を卒業または令和９年
３月卒業見込みのかた

区分・採用予定人数 区分 資格

❹消防
消防業務
若干名

A
平成14年４月２日から平成17年４月１日までに生ま
れた、学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業
または令和９年３月卒業見込みのかた

B
平成14年４月２日から平成21年４月１日までに生ま
れた、学校教育法による短期大学（専門学校を含む）、
高校を卒業または令和９年３月卒業見込みのかた

共通資格▶
⃝任命された場合、市内または隣接市町村に居住できるかた
⃝�視力は矯正視力を含み両眼で0.7以上かつ一眼でそれぞれ0.3
以上のかた
⃝聴力が左右とも正常範囲のかた
⃝心身ともに健康で、職務遂行に必要な体格、体力を有するかた

※消防業務に関する技術、知識経験または資格を有するかたについては、年齢上限を設けません。

令
和
９
年
４
月
１
日
採
用

令
和
８
年
度
市
職
員
採
用
試
験
【
行
政
職（
事
務
特
別
選
抜
、
高
卒
）、
消
防
職
】

行政職

消防職
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試
験
に
つ
い
て
▼

行
政
職
①
～
③

�
第
１
次
試
験　

期
日
▼
９
月
15
日
㈫
～
30
日
㈬
の
う

ち
、
任
意
の
日

場
所
▼
Ｓ
Ｐ
Ｉ
テ
ス
ト
セ
ン
タ
ー
ま

た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が
整
備

さ
れ
て
い
る
自
宅
な
ど

内
容
▼

⃝

Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
方
式
（
共
通
）

⃝

エ
ン
ト
リ
ー
審
査
（
共
通
）

第
２
次
試
験

期
日
▼
10
月
中
旬
～
下
旬

場
所
▼
市
役
所（
本
庁
）ま
た
は
市
中

央
公
民
館

内
容
▼
第
１
次
試
験
合
格
者
の
み

⃝

集
団
討
論
（
事
務
の
み
）

⃝

個
人
面
接
（
共
通
）

第
３
次
試
験

期
日
▼
11
月
中
旬
～
下
旬

場
所
▼
市
役
所（
本
庁
）

内
容
▼
第
２
次
試
験
合
格
者
の
み

⃝

個
人
面
接
（
共
通
）

⃝

身
体
検
査
、
資
格
調
査
（
共
通
）

※
第
１
次
試
験
お
よ
び
第
２
次
試
験

合
格
者
の
発
表
は
、
市
役
所（
本
庁・

瓜
連
支
所
）
前
に
掲
示
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
ほ
か
、
合
格
者

に
通
知
し
ま
す（
10
月
上
旬
予
定
）。

消
防
職
④

�

第
１
次
試
験
Ⅰ　

期
日
▼
９
月
15
日
㈫
～
23
日
㈬
の
う

ち
、
任
意
の
日

場
所
▼
Ｓ
Ｐ
Ｉ
テ
ス
ト
セ
ン
タ
ー
ま

た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が
整
備

さ
れ
て
い
る
自
宅
な
ど

内
容
▼
Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
方
式

第
１
次
試
験
Ⅱ

期
日
▼
９
月
28
日
㈪

※
予
備
日　
９
月
29
日
㈫

場
所
▼
市
消
防
本
部

内
容
▼
体
力
審
査

第
２
次
試
験

期
日
▼
10
月
下
旬

場
所
▼
市
役
所（
本
庁
）、市
消
防
本
部

内
容
▼
第
１
次
試
験
合
格
者
の
み

⃝

口
述
試
験（
集
団
討
論・個
人
面
接
）

※
第
１
次
試
験
合
格
者
の
発
表
は
、

市
役
所（
本
庁
・
瓜
連
支
所
）
前
に

掲
示
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す

る
ほ
か
、
合
格
者
に
通
知
し
ま
す

（
10
月
上
旬
予
定
）。

申
し
込
み
に
つ
い
て（
共
通
）▼

申
込
方
法
▼
Ｗ
Ｅ
Ｂ
フ
ォ
ー
ム

申
込
期
間
▼
７
月
13
日
㈪
～
８
月
21

日
㈮

注
意
事
項（
共
通
）▼

⃝

申
し
込
み
は
、
１
つ
の
職
種
お
よ

び
区
分
に
限
り
ま
す
。

⃝

採
用
予
定
人
数
は
、
変
更
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

⃝

欠
格
事
項
に
該
当
す
る
か
た
は
受

験
で
き
ま
せ
ん
。詳
細
は
、市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
そ
の
他
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�申
問
総
務
課
職
員
Ｇ

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

�申
問
市
消
防
本
部
総
務
課

☎
０
２
９
‐
２
９
５
‐
２
１
１
３

一緒
にい

ぃ那珂　つくりませんか

公
安
系
公
務
員
合
同
説
明
会

警
察
・
消
防
・
自
衛
隊

日
時
▼
７
月
４
日
㈯
午
前
10
時
～
11

時
40
分

場
所
▼
市
消
防
本
部

内
容
▼
市
の
概
要・勤
務
条
件・採
用

試
験
に
つ
い
て
の
説
明
、
個
別
相
談

申
込
方
法
▼
申
し
込
み

フ
ォ
ー
ム
（
い
ば
ら
き

電
子
申
請
・
届
出
サ
ー

ビ
ス
利
用
）

申
込
期
限
▼
７
月
３
日
㈮
午
後
３
時

※
本
説
明
会
へ
の
参
加
の
有
無
が
合

否
に
影
響
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

�申
問
市
消
防
本
部
総
務
課

☎
０
２
９
‐
２
９
５
‐
２
１
１
３



クーリングシェルター
をご利用ください

開設場所 飲み物などは、ご自身でご用意ください。

　熱中症特別警戒アラート（熱中症特別警戒情報）が発表された
際に、暑さを避けて休憩を取れる施設として「クーリングシェル
ター」を開設します。
　外出の際に危険な暑さに見舞われた場合は、十分な水
分を補給するとともに、適宜「クーリングシェルター」
などを活用し、熱中症の予防に努めましょう。
問環境課環境Ｇ　☎ 029‐298‐1111 ▲このマークが目印です

神崎地区 五台地区
ふれあいセンターよこぼり 横堀 1526-1 ふれあいセンターごだい 後台 1491-43

カットインアート 後台 1196-1
額田地区 かなざわ理美容室 西木倉 180-6
稲川理容所 額田北郷 694-4

芳野地区
菅谷地区 ふれあいセンターよしの 飯田 307-1
市役所（本庁） 福田 1819-5
市中央公民館 福田 1819 瓜連地区
ふれあいセンターすがや 菅谷 2955-1 瓜連支所 瓜連 321
高齢者福祉センター 菅谷 3198 総合センターらぽーる 古徳 371
ウエルシア那珂竹ノ内店 調剤待合室 竹ノ内 3-7-3 ウエルシア那珂瓜連店 調剤待合室 瓜連 748-3
ヘアーサロンマインド 菅谷 869-7 ヘアーサロン HIRO 中里 760-1
ツバメ理容所 菅谷 4189-1 ヘアーサロン E’s カタヨセ 瓜連 589-1
イオン那珂町店 竹ノ内 3-6-5 ヘアーサロン柏崎 古徳 194-1
フードスクエア那珂店 竹ノ内 1-26-1 ヘアーサロン Kind 瓜連 1132-2
フードオフストッカーサンモリノ那珂店 菅谷 1618-2 フードマーケット瓜連店 瓜連 748-3

※開設曜日・開設時間については、市ホームページをご確認ください。
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情報掲示板 ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮまちの動き

●火災・救急件数【４月分】
　火災▶	 0 件（	 10 件）
　救急▶	 189 件（	 828 件）
※（　）は本年累計
問市消防本部　☎ 029‐295‐2111

●人口【５月１日現在】
　人口▶ 52,298 人	 （－	 72）
　　男▶ 25,722 人	 （－	 34）
　　女▶ 26,576 人	 （－	 38）
世帯数▶ 23,804 世帯	（	 0）
※（　）内は前月比　

●交通事故件数【４月末現在】
　人身事故▶	 39件
　負 傷 者▶	 55人
　死  者▶	 0人

問那珂警察署　☎ 029‐352‐0110
※交通事故・犯罪ともに本年累計

●犯罪件数【４月末現在】
　刑法犯認知件数▶	 76件
　　　住宅侵入窃盗▶	 4件
　　　自 動 車 盗▶	 0件
　　　車上ねらい▶	 2件
　　　自 転 車 盗▶	 8件

今号の表紙

田植えの写真です。4月から 6
月ごろまでに各地で見られます。
水面に映る風景がきれいでした。

企業版ふるさと納税

後期高齢者医療制度の加入者の皆さんへ

企業版ふるさと納税を通じて、本市
の取り組みに応援していただきました。
ご支援に対して感謝の意を表するた
め、4月 20日、感謝状を贈りました。
頂いた寄付金は、「ここで働きたい」
いぃ那珂プロジェクトに
活用していきます。

㈱エイプラス・デザイン から寄付

問政策企画課地方創生G　☎ 029‐298‐1111
�過去の寄付企業に
ついてはこちら▶

６月 11日号15

広告掲載のお申し込みは、行財政改革推進室まで。　※広告の内容は、市が保証や推奨をするものではありません。

※�年齢の基準日は令和８年８月１日時点です。
※�マイナ保険証を普段から利用しているかたとは、過去１年間で６回以上マイナ保険
証を利用しているかたで、かつ、おおむね直近３か月以内にマイナ保険証を利用し
ているかたです。
※�マイナ保険証を普段から利用しているかたであっても、施設入所などにより資格確認
書が必要な場合は、申請により交付を受けることができます。

　８月１日からお使いいただける「資格確認書」をお送り
しますので、これまでどおり受診いただけます。

85 歳以上のかた

84歳以下のかた

　８月１日からお使いいただける「資格確認書」をお送りしますので、これまで
どおり受診いただけます。

⃝マイナ保険証を普段から利用していないかた、お持ちでないかた

　引き続きマイナ保険証で受診してください。「資格情報のお知らせ」をお送
りします（「資格確認書」は送付しません）。マイナ保険証を医療機関などで利
用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」をあわせて提示する
ことで保険診療を受けることができます。

⃝マイナ保険証を普段から利用しているかた

問保険課保険・年金G　☎ 029‐298‐1111

令和８年８月以降の医療機関へのかかり方
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暑いときは
無理をしない

部屋の
温湿度を測る

こまめに
水分補給をする

エアコン・扇風機
を上手に使用熱中症予防

のポイント

その他にも…

⃝�シャワーやタオル
で体を冷やす
⃝涼しい服装をする

熱中症を疑う症状

⃝めまい	 ⃝たちくらみ
⃝手足のしびれ
⃝筋肉のこむら返り
⃝気分が悪い	 ⃝頭痛
⃝吐き気	 ⃝嘔

おう と
吐

⃝倦
けんたい
怠感	 ⃝虚脱感

⃝いつもと様子が違う
など

高齢者は特に注意が必要です

⃝体内の水分が不足しがちです
　高齢者は若年者よりも体内の水分量が少ないうえ、体の老廃物
を排除する際にたくさんの尿を必要とします。

※�心臓や腎臓の悪いかたや持病をお持ちのかたは、かかりつけの医師にご相
談ください。

⃝暑さに対する感覚機能や体の調節機能が低下しています
　加齢により、暑さやのどの渇きに対する感覚が鈍くなります。
また、高齢者は体に熱がたまりやすく、暑いときには若年者より
も循環器系への負担が大きくなります。

　熱中症は、梅雨入り前の 5月ごろから発生し、７月上旬から８月下旬に
かけてピークを迎えます。一人ひとりが熱中症予防の正しい知識を持って
行動し、周囲の人にも呼びかけあって予防していきましょう。

熱中症に注意しましょう

涼しい場所・
施設を利用

部屋の風通し
を良くする

外出時には
日傘、帽子

困ったときの
連絡先を確認

クーリングシェルターをご利用ください
暑さを避けて休憩できる場所として開設します。市内開設場所は 14ページをご覧ください。

問健康推進課　☎ 029‐270‐8071




